
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

題
名
の
改
正

題
名
を
「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
」
に
改
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

第
二

権
限
の
委
任
等

一

消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
権
限

消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
な
い
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
と
し
て
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十

七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
情

法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
情
と
す
る
こ
と
。

１

緊
急
か
つ
重
点
的
に
不
当
な
景
品
類
又
は
表
示
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。



２

１
の
ほ
か
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
不
当
な
景
品
類
又
は
表
示
に
対
処
す
る
た
め
に
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大

臣
又
は
金
融
庁
長
官
が
有
す
る
専
門
的
知
見
を
特
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

三

事
業
所
管
大
臣
等
へ
の
権
限
の
委
任

１

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
委
任
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲
及
び
期
間
を
定
め
て
、
事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
金

融
庁
長
官
に
委
任
す
る
こ
と
。

２

消
費
者
庁
長
官
は
、
１
の
規
定
に
よ
り
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲
及
び
期
間
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
事

業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

四

権
限
行
使
の
結
果
の
報
告

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
こ
と
。

１

報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
命
令
又
は
立
入
検
査
若
し
く
は
質
問
を
行
っ
た
結
果
に
よ
り
判
明
し
た
事
実

２

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
第
五
条
関
係
）



五

事
業
所
管
大
臣
等
か
ら
地
方
支
分
部
局
の
長
等
へ
の
権
限
の
委
任

事
業
者
の
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
の
権
限
の
地
方
支
分
部
局
の
長
等
へ
の
委
任
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
。

（
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）

六

都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
都
道
府
県

知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

第
三

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）


